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減災のための目標

■達成すべき目標

東部地域の豪雨災害に対し、地形・社会特性を踏まえ、「住民の防災意識の向上」、「逃げ遅れに
よる人的被害をなくすこと」、「氾濫発生後の社会機能の早期回復」を目指す。

項目 狩野川水防災協議会（国） 東部地域豪雨災害減災協議会（県）

5年間で達成すべ
き目標

狩野川台風規模の洪水に対し、水害の記憶を伝承
することにより

 住民の防災意識の向上
 避難行動の確実化
 社会経済被害の最小化を目指す。

東部地域の豪雨災害に対し、地形・社会特性を踏
まえ、「逃げ遅れによる人的被害をなくすこと」、「氾
濫発生後の社会機能の早期回復」を目指す。

目標達成に向けた
主な取組

① 狩野川台風による水害の記憶を未来へ伝承
するとともに、地域住民の防災意識を向上さ
せるための防災教育推進の取り組み

② 避難行動の確実化に向けた迅速かつ的確な
情報提供を行うための取組

③ 洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・
排水活動等の取組

① 水害リスク情報等の共有による確実な避難の
確保のための取組

② 洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・
排水活動・復旧活動等の取組

【参考】

静岡県東部地域大規模氾濫減災協議会構成員が連携して達成すべき減災目標は以下の通りとする。

■目標達成に向けた主な取組(3本柱)

上記目標達成に向けて、東部地域における主な取り組みは以下の通りとする。

（１） 地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組
（２） 地域住民の確実な避難のための取組
（３） 洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・排水活動・復旧活動等の取組
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（1） 地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組

① 防災教育の促進

・ 【沼津河川国道事務所・沼津土木事務所・東部地域局・静岡地方気象台】

R2年度の防災教育の取組

・ 【沼津河川国道事務所】水難事故講習会

・ 【沼津河川国道事務所】狩野川資料館開館式

（2） 地域住民の確実な避難のための取組

② 洪水時における情報提供の充実

・ 【沼津河川国道事務所】水害リスクラインの提供

・ 【沼津河川国道事務所】臨時洪水予報の発表

・ 【沼津河川国道事務所】避難情報に関するガイドライン

③ 広域避難体制の構築

④ 要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の促進

目標達成に向けた重点取組事項と主な取組

2



（3） 洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・排水活動・復旧活動等の取組

⑤ 水防団（消防団）の組織強化

⑥ 水防活動の充実

・ 【沼津河川国道事務所】狩野川の重要水防箇所を巡視

・ 【沼津河川国道事務所・沼津土木事務所】危機管理型水位計の設置

⑦ 治水施設整備の促進

・ 【沼津河川国道事務所・沼津土木事務所】R２年度完成工事等の事例

目標達成に向けた重点取組事項と主な取組
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防災・河川環境教育 実施校一覧 モデル校および実践協力校の位置

狩野川流域

授業用教材の作成（例）

学校中心のハザー
ドマップ、水深を
体感できる等身大
模型、地域の災害
映像や黄瀬川水位
上昇の映像等のビ
デオ教材

 狩野川沿川小学校の授業で「防災・河川環境教育」ができるよう、教材等を教師、教育委員会、自治体
の防災部局、気象台、国土交通省が共同で作成し、狩野川流域における「防災・河川環境教育」を支援。
※令和3年度は新たに4校の実践協力校を予定

①防災教育の促進【沼津河川国道事務所】

【事例】

（１）地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組

狩野川流域での防災・河川環境教育の支援
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教師用指導計画（発問計画・板書
例等）の作成

計17校において実施 (令和3年度は4校の新規実践協力校を予定)
＜平成28年 モデル校＞
● 沼津市立第三小学校
● 伊豆の国市立長岡南小学校
● 伊豆市熊坂小学校
＜平成29年 モデル校＞
● 三島市立長伏小学校
● 函南町立西小学校
● 清水町立南小学校
● 長泉町立南小学校
＜平成30年 実践協力校＞
● 沼津市立大平小学校
● 伊豆市立天城小学校
● 伊豆の国市立韮山小学校
● 伊豆の国市立長岡北小学校

＜平成31年/令和元年 実践協力校＞
● 沼津市立第四小学校
● 伊豆の国市立韮山南小学校
● 函南町立丹那小学校
● 清水町立清水小学校
＜令和2年 実践協力校＞
● 伊豆の国市立大仁北小学校
● 清水町立西小学校
＜令和3年 実践協力校＞
● 沼津市立大岡南小学校
● 三島市立佐野小学校
● 伊豆の国市立大仁小学校
● 函南町立函南小学校



【日 時】 令和２年11月14日（土）
【場 所】 原東小学校（沼津市大塚）
【参加者】 小学５年生約70名及び保護者の方々

【日 時】 令和２年12月1日（火）
【場 所】 今沢小学校（沼津市東原）
【参加者】 小学５年生約60名

 沼津市西部を流れる一級河川沼川・高橋川について、流域の治水安全度向上を目指して事業実施中の沼川新

放水路の事業PRを兼ねて流域の現状を知ってもらうため、沼津市内の小学校にて出前講座を実施。豪雨災害

について、小学生とその保護者に向けた講義を行った。

①防災教育の促進【沼津土木事務所】

（１）地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組
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小学生及び保護者を対象とした出前講座【事例】



（１）地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組
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 逃げ遅れゼロ・住民の防災意識向上のため、防災担当職員や学校の生徒を対象に風水害の避難に関する

各種研修、防災出前講座などを行った。

①防災教育の促進【東部地域局】
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【実施日時】 １コマ目：令和２年７月１７日（金）、２コマ目：７月３０日（木）、３コマ目：７月３１日（金）
【場 所】 伊豆市立修善寺中学校
【対 象 者】 伊豆市立修善寺中学校２年生（計１０３名）
【授業内容】 １コマ目：「防災気象情報」 「風水害を防ぐハード・ソフト対策」の公助の取組について

２コマ目：「気象と風水害」として、水害・土砂災害の発生メカニズム、雨量と河川水位の関係などについて
３コマ目：「地域と風水害」として、狩野川台風等の振り返り、災害発生前後の自助、共助の取組について

 伊豆市立修善寺中学校において、狩野川台風や令和元年東日本台風等の地域の既往災害の教訓の学習、風

水害を対象として出前授業を実施した。

 指導計画、教材等は、学校教師、静岡地方気象台、沼津河川国道事務所が共同で作成した。

 総合的な学習の時間を活用した全３コマの授業を構成し、国土交通省職員及び静岡地方気象台職員から公助

の取組を解説する授業を実施した。

①防災教育の促進【沼津河川国道事務所・静岡地方気象台】

（１）地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組
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伊豆市立修善寺中学校における防災教育の実施【事例】

授業風景静岡地方気象台職員による授業 沼津河川国道事務所職員による授業



【日 時】 令和２年10月18日（日）、11月15日（日）
午前の部 9:00-11:00 午後の部13:00-16:00

【場 所】 東部スイミングスクール
【共 催】 沼津河川国道事務所、NPO法人Grow Wise
【協 力】 駿東伊豆消防本部、清水海上保安部
【後 援】 沼津市、沼津市教育委員会
【参加者】 10月18日 41名（うち大人19名）、11月15日 23名（うち大人14名）

 沼津市内の親子を対象に、水害時の自己救助や避難の知識を学ぶ水難事故講習会「水の防災2020」を実施。

①防災教育の促進【沼津河川国道事務所】

（１）地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組
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水難事故講習会「水の防災2020」の実施【事例】

水難事故講習会の様子
（「ういてまて」の講習）

国土交通省沼津河川国道事務所
による水害の歴史の話
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【日 時】 令和３年５月２４日（月） １３：００～
【場 所】 狩野川資料館

（沼津河川国道事務所 伊豆長岡出張所横）
※資料館の位置は、今までと同じです。

【内 容】 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
最小限で開所式を開催

【出席者】 狩野川資料館ガイドボランティア他

 令和2年7月から改装のため閉館していた狩野川資料館が、令和3年5月24日にリニューアルオープンしました。

建物だけでなく、狩野川台風や狩野川放水路を知るための展示資料も新しくなりました。

①防災教育の促進【沼津河川国道事務所】

（１）地域住民の防災意識を向上させるための防災教育推進の取組
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狩野川資料館リニューアルオープン【事例】

資料館の展示パネル

狩野川の恵みや狩野川台風、狩野川放水
路など狩野川に関するパネル説明パネル
を作成しました。

狩野川床面マップ

狩野川の空中写真を床面に展示し
ています。資料館のタブレットを使う
と狩野川台風の浸水域などを把握
する事ができます。

オープニングセレモニーの様子



② 洪水時における情報提供の充実

（２）地域住民の確実な避難のための取組

水害リスクラインの提供【事例】

 国管理河川では、数km～数十km予報区域を対象に発表する洪水予報等に加えて、縦断的な水位（水面形）を

計算により推定し、左右岸それぞれ200mごとの洪水の危険度が分かる「水害リスクライ ン」の提供を開始。

 「水害リスクライン」では、実況の危険区間に加えて６時間先までの予測水位に応じた危険区間を確認でき、事

前に優先的に避難情報を発令する地区等を把握可能。危険区間に加えて越水・溢水、堤防決壊時の浸水想定

区域も確認可能。
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■水害リスクラインページイメージ

▲（水位観測所）をクリックすると
各観測所の水位・水位予測がポ
ップアップ表示（左図）される

６時間先までの水位予
測情報を提供（令和３年

６月開始予定）



② 洪水時における情報提供の充実

（２）地域住民の確実な避難のための取組

臨時洪水予報【事例】

 国管理河川の洪水予報では、令和2年から大雨特別警報の警報等への切替時に河川に関する危険情報を臨

時の洪水予報として発表する。

【臨時の洪水予報の運用】
①発表主体等

• 沼津河川国道事務所
• 静岡地方気象台の共同発表

②発表のタイミング
• 大雨特別警報が発表されている予報区において、

特別警報が警報等へ切り替えられる際に、水位状
況、今後の水位見込みに応じて、国管理河川の予
報区域において想定する氾濫域がその予報区に
含まれる場合、速やかに発表。

③発表の対象とする予報区域の条件
• 氾濫発生時、氾濫危険水位超過時は原則発表。

その他の水位時は、今後の水位見込みを見て判
断。

④発表内容
• 発表中の洪水予報を踏まえ、大雨特別警報が警

報等に切り替えられた後にも河川に関する危険情
報を周知するため。この際、参考情報として、６時
間先までの水位予測のほか、今後の見込で水位
が上昇傾向、下降傾向等を記載。

■臨時の洪水予報イメージ

参考資料として、６時間先まで
の水位予測情報を提供
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② 洪水時における情報提供の充実

（２）地域住民の確実な避難のための取組

 災害対策基本法が令和３年に改正されたことを受け、内閣府（防災担当）は、「避難情報に関するガイドライン」

（令和３年５月）を公表。ガイドラインでは、主に避難指示の一本化、避難情報と防災気象情報の対応、避難情

報の発令基準の設定例等について周知。
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【避難指示への一本化】
①避難のタイミングを明確にす
るため、警戒レベル４の避難勧
告と避難指示(緊急)を「避難指
示」に一本化（現行で避難勧告
を発令しているタイミングで、避
難指示を発令する）
②災害が発生・切迫し、警戒レ
ベル４での避難場所等への避
難が安全にできない場合に、
自宅や近隣の建物で緊急的に
安全確保するよう促す情報を、
警戒レベル５「緊急安全確保」
として位置づけ
③早期の避難を促すターゲット
を明確にするため、警戒レベル
３の名称を「高齢者等避難」に
見直し

出典：避難情報に関するガイドラインの説明資料（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_guideline_3.pdf）に加筆

水位

氾濫発生

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位



【実施日時】 令和２年６月８日（月）
伊豆市、伊豆の国市、函南町、三島市

令和２年６月９日（火）
沼津市、長泉町、清水町

【巡視箇所】 狩野川、黄瀬川、大場川、来光川、柿沢川
【参 加 者 】 総計１０７名

沼津市、三島市、伊豆市、伊豆の国市
函南町、長泉町、清水町、
水防団（消防団）、防災エキスパート、
建設業協会、建設コンサルタンツ協会、
沼津河川国道事務所

⑥ 水防活動の充実【沼津河川国道事務所】
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（３）洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・排水活動・復旧活動等の取組

 狩野川流域の水防活動を円滑に実施するため、狩野川流域の自治体及び水防団（消防団）、河川管理者等が

合同で、狩野川で洪水に対しリスクが高い区間（重要水防箇所）の河川巡視を出水期前に実施。

令和２年度 狩野川で水害リスクの高い箇所の合同巡視【事例】

伊豆市牧之郷地区（野尻川合流点付近） 三島市長伏地区（松毛川樋管付近） 沼津市大手町地区（あゆみ橋付近）

●洪水が起こったとき、危険が予測され、水防活動において重点的に
見回りが必要な場所のことを「重要水防箇所」という。その重要さに
よって「重要度A」「重要度B」に分けられる。

重要水防箇所の代表例（堤防の高さにおけるリスク基準）

【Aランク】

計画高水水位高＞堤防高-計画余裕高計画高水水位高＞堤防高

【Bランク】
計画高水流量の時の水位高

堤防

計画余裕高

堤防

計画高水流量の時の水位高

堤防高



小山川（童橋）
（R1.5.21 11：00撮影）

危機管理型水位計設置事例
（梅の木沢川：長泉町）

危機管理型水位計設置事例
（古川：伊豆市）

 情報収集施設の整備を実施しています（川の水位情報）

⑥ 水防活動の充実【沼津河川国道事務所、沼津土木事務所】

（３）洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・排水活動・復旧活動等の取組
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クリック後表示イメージ（簡易型カメラ）

クリック後表示イメージ（危機管理型水位計）

川の水位情報（URL https://k.river.go.jp）

クリック後表示イメージ（通常水位計）

https://k.river.go.jp/


⑦ 治水施設整備の促進【沼津河川国道事務所】
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（３）洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・排水活動・復旧活動等の取組

 河川整備計画に基づき着実な河川改修事業の実施

 河道掘削などによる流下能力の確保等を実施

河川改修事業の促進、河川流下能力の確保【事例】

狩野川

沼津市下河原地区（狩野川） 沼津市大平地区（狩野川）

長泉町本宿地区（黄瀬川） 入洞沢第３砂防堰堤

狩野川

三島市長伏地区（狩野川）

R3.3撮影

R2.7撮影

黄瀬川

R3.3撮影

狩野川

R3.3撮影



⑦ 治水施設整備の促進【沼津土木事務所】
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（３）洪水氾濫による被害軽減のための水防活動・排水活動・復旧活動等の取組

 河川整備計画に基づき着実な河川改修事業の実施

 砂防堰堤の整備による下流域の治水安全度の向上

河川改修事業の実施、砂防施設の整備（伊豆市修善寺地先）【事例】

施工箇所

谷戸沢右支川の砂防堰堤施工状況

伊豆市修善寺川支川谷戸沢右支川における砂防施設の整備状況

R3.1撮影

沼川新放水路の整備状況

流域概要図

国道136号
(修善寺道路)

谷戸沢右支川全体流域面積
（A=0.175Km2）

右沢流域
（A=0.098Km2）

左支渓流域
（A=0.060Km2）

中央支渓流域
（A=0.017Km2）

N

一級河川
修善寺川堰堤計画位置



今後の進め方

① 毎年、出水期前に協議会を開催し目標達成に向けた、重点取組事項のフォローアップを

実施。

② 幹事会を適宜開催し、統合前に策定した取組方針のフォローアップを実施。

③ 毎年、出水期前に本協議会の構成機関による「静岡県東部地域水防演習」を実施。

（令和３年度 ６月２４日（※三島市は２５日）に消防団関係者を対象とした情報伝達訓練

を実施予定）

④国土交通省が設定した目標である「2021年までに要配慮者利用施設について避難確保

計画の作成率を100％」を達成し、逃げ遅れによる人的被害ゼロの実現のため、狩野川

流域内自治体のニーズを踏まえ、必要な支援を実施。

⑤これまでの取組内容の振り返りを行うとともに、今後5か年の取組方針を設定し、着実に

実施。
17
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